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土木工事共通仕様書（令和３年４月１日）新旧対照表 

頁 新（令和３年４月１日一部改正） 旧（令和２年１０月１日） 

 

土木工事編Ⅰ 

 

P.5-6 

1-1-2 用語の定義 

（P.6 は P.5 改正に伴う記載頁の 

 移動） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.51 

1-1-47 保険の付保及び 

事故の補償 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.111 

2-3-1 一般事項 

 

 

 

 

 

 

 

P.164 

1-3-8 路側防護柵工 

 

 

 

 

 

 

17. 連絡とは, 監督員と受注者または現場代理人の間で, 監督員が受注者に対 

し, または受注者が監督員に対し, 緊急で伝達すべき事項について，口頭,  

ファクシミリ, 電子メールなどの                      手段により互いに 

知らせることをいう｡ 

18.～（略）～ 

19. 書面とは, 手書き, 印刷等の伝達物をいい, 発行年月日を記載し，記名し 

たものを有効とする。                         

                                   

                                   

                                   

   

 

 

 ５．受注者は,建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し,その対象 

となる労務者について証紙を購入し,当該労務者の共済手帳に証紙を貼付しなけ 

ればならない｡ 

また,当該請負代金額から消費税を除いた額が 100 万円以上となる工事の受注 

者は,組合の発注者用掛金収納書(以下｢収納書｣という｡) を次により発注者に提 

出しなければならない｡ 

ア. 最初に提出する収納書は,当該請負代金額から消費税を除いた額に 2/1,000 

を乗じて得た額以上の当該工事請負契約に係るものとし,工事請負契約締結後 

原則 1ヶ月以内に提出するものとする｡ 

   イ．～（略）～ 

 

 

第３節 骨材 

２－３－１ 一般事項 

１. 道路用砕石, コンクリート用骨材等は, 以下の規格に適合するものとする｡ 

 JIS A 5001 (道路用砕石) 

JIS A 5005 (コンクリート用砕石及び砕砂) 

～ 

～ 

 

 

６. 受注者は, ガードケーブルを支柱に取付ける場合, ケーブルにねじれなど 

を起こさないようにするとともに「防護柵の設置基準・同解説」(日本道路協 

会）に基づき所定の張力を与えなければならない。 

 

 

 

 

 

17. 連絡とは, 監督員と受注者または現場代理人の間で, 監督員が受注者に対 

し, または受注者が監督員に対し, 緊急で伝達すべき事項について，口頭,  

ファクシミリ, 電子メールなどの署名または押印が不要な手段により互いに 

知らせることをいう｡ 

18.～（略）～ 

19. 書面とは, 手書き, 印刷等の伝達物をいい, 発行年月日を記載し署名又は 

押印したものを有効とする。ただし, 情報共有システムを用いて作成され， 

指示, 承諾, 協議, 提出, 報告, 通知が行われた工事帳票については, 署名 

または押印がなくても有効とする。また, 情報共有システムを用いない工事 

の場合は, 電子メールで送付された, 署名又は押印した工事帳票も有効とす 

る。 

 

 

５．受注者は,建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し,その対象 

となる労務者について証紙を購入し,当該労務者の共済手帳に証紙を貼付しなけ 

ればならない｡ 

また,当該請負代金額から消費税を除いた額が 100 万円以上となる工事の受注 

者は,組合の発注者用掛金収納書(以下｢収納書｣という｡) を次により発注者に提 

出しなければならない｡ 

ア. 最初に提出する収納書は,当該請負代金額から消費税を除いた額に 2/1,000 

を乗じて得た額以上の当該工事請負契約に係るものとし,福島県工事請負契約 

約款第３条に基づく工程表とともに提出するものとする｡ 

   イ．～（略）～ 

 

 

第３節 骨材 

２－３－１ 一般事項 

１. 道路用砕石, コンクリート用骨材等は, 以下の規格に適合するものとする｡ 

                

JIS A 5005 (コンクリート用砕石及び砕砂) 

～ 

～ 

 

 

６. 受注者は, ガードケーブルを支柱に取付ける場合, ケーブルにねじれなど 

を起こさないようにするとともに                    

      所定の張力(Ａ種は 20kN/本, Ｂ種及びＣ種は 9.8kN/本) を与 

えなければならない｡ 
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頁 新（令和３年４月１日一部改正） 旧（令和２年１０月１日） 

 

P.266 

1-6-17 オーバーレイ工 

 

 

P.663 

1-11-4 境界工 

 

 

P.725 

第 2 節 工事名標示板における県

産木材使用の確認方法について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.727 

 

 

 

 

 

 

 

土木工事編Ⅱ 

出来形管理基準及び規格値 

P.45 

1-3-7-4 組立て 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 受注者は，施工面の異常の有無を監督員に報告し，異常を発見したとき 

  は，すみやかに監督員と設計図書に関して協議しなければならない｡ 

 

 

境界工の施工については，第３編１－３－34 境界工の規定によるものとする｡ 

 

 

 

 ２－１ 確認方法 

１ ～（略）～ 

２ ～（略）～ 

３ 受注者は, 「県産材証明書」裏面の「使用記録」に, 使用する当該工事に 

係る必要事項を記載するとともに, 現場代理人はその工事に使用することの 

証として記名  するものとする。また, 「使用記録」には, 発注機関にか 

かわらず記載するとともに, 当該証明書が証明している枠材全ての使用記録 

を記載するものとする。 

４ ～（略）～ 

５ 当該工事が変更設計により工期に延長短縮があった場合には, 受注者は「使 

用記録」に変更の工期を記載するとともに, 上記３同様, 現場代理人は記名  

 し, ｢県産材証明書｣の写しを変更施工計画書に添付するものとする｡ 

６ ～（略）～ 

７ ～（略）～ 

 

２－５ 県産材使用記録 

 

 

 

 

 

 

 

 測定基準 

  注 3）新設のコンクリート構造物（橋梁上・下部工および重要構造物である内空 

断面積 25 ㎡以上のボックスカルバート（工場製作のプレキャスト製品は全ての 

工種において対象外））の鉄筋の配筋状況及びかぶりについて、設計図書におい 

て非破壊試験の対象工事と明示された場合は、「非破壊試験によるコンクリート 

構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領」に従い実施する。 

 

 

 

 

 

(4) 受注者は，施工面に異常を発見したときは, ただちに監督員に報告し, 

すみやかに監督員と設計図書に関して協議しなければならない｡ 

 

 

境界工の施工については, 第３編１－３－24 境界工の規定によるものとする｡ 

 

 

 

２－１ 確認方法 

１ ～（略）～ 

２ ～（略）～ 

３ 受注者は, 「県産材証明書」裏面の「使用記録」に, 使用する当該工事に 

係る必要事項を記載するとともに, 現場代理人はその工事に使用することの 

証として記名押印するものとする。また, 「使用記録」には, 発注機関にか 

かわらず記載するとともに, 当該証明書が証明している枠材全ての使用記録 

を記載するものとする。 

４ ～（略）～ 

５ 当該工事が変更設計により工期に延長短縮があった場合には, 受注者は「使 

用記録」に変更の工期を記載するとともに, 上記３同様, 現場代理人は記名押 

印し, ｢県産材証明書｣の写しを変更施工計画書に添付するものとする｡ 

６ ～（略）～ 

７ ～（略）～ 

 

 ２－５ 県産材使用記録 

 

 

 

 

 

 

 

 測定基準 

注 3）新設のコンクリート構造物（橋梁上・下部工および重要構造物である 

内空断面積 25 ㎡以上のボックスカルバート（工場製作のプレキャスト製品 

は全ての工種において対象外））の鉄筋の配筋状況及びかぶりについては、 

「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領」 

も併せて適用する。 

 

 

 

 



3/11 

土木工事共通仕様書（令和３年４月１日）新旧対照表 

頁 新（令和３年４月１日一部改正） 旧（令和２年１０月１日） 

 

P.125 

3-1-6-12-1 コンクリート舗装工 

      （下層路盤工） 

以下の頁同 

P.127 3-1-6-12-2 

 

 

 

 

 

 

 （同上） （面管理の場合） 

 

 

 

 

 

P.129 

3-1-6-12-3 コンクリート舗装工 

      （セメント（石灰・ 

       瀝青）安定処理工） 

以下の頁同 

P.131 3-1-6-12-4 

p.133 3-1-6-12-5 

P.135 3-1-6-12-6 

P.137 3-1-6-12-7 

P.139 3-1-6-12-8 

P.141 3-1-6-12-9 

P.143 3-1-6-12-10 

P.145 3-1-6-13-1～2 

P.147 3-1-6-13-3～5 

P.149 3-1-6-14-1～2 

P.151 3-1-6-14-3～5 

 

 

（上記のうち P.129～143） 

（面管理の場合） 

 

 

 

 

 

測定箇所 

工事規模の考え方 

中規模とは、～～（略）～～ 

小規模とは、1層あたりの施工面積が 2,000 ㎡未満とする。 

厚さは、～～（略）～～ 

 

          

                                  

              

 

測定箇所 

工事規模の考え方 

中規模とは、～～（略）～～ 

小規模とは、1層あたりの施工面積が 2,000 ㎡未満とする。 

 

 

 

測定箇所 

工事規模の考え方 

中規模とは、、～～（略）～～ 

小規模とは、1層あたりの施工面積が 2,000 ㎡未満とする。 

厚さは、～～（略）～～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定箇所 

工事規模の考え方 

中規模とは、～～（略）～～ 

小規模とは、1層あたりの施工面積が 2,000 ㎡未満とする。 

 

 

 

 

測定箇所 

工事規模の考え方 

中規模とは、～～（略）～～ 

小規模とは、表層及び基層の加熱スファルト混合物の総使用量が 500ｔ 

未満あるいは施工面積が 2,000 ㎡未満   。厚さは、～～（略）～～ 

 

コアー採取について 

橋面舗装等でコアー採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、 

他の方法によることが出来る。 

 

測定箇所 

工事規模の考え方 

中規模とは、～～（略）～～ 

小規模とは、表層及び基層の加熱スファルト混合物の総使用量が 500ｔ 

未満あるいは施工面積が 2,000 ㎡未満   。 

 

 

測定箇所 

工事規模の考え方 

中規模とは、～～（略）～～ 

小規模とは、表層及び基層の加熱スファルト混合物の総使用量が 500ｔ 

未満あるいは施工面積が 2,000 ㎡未満   。厚さは、～～（略）～～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定箇所 

工事規模の考え方 

中規模とは、～～（略）～～ 

小規模とは、表層及び基層の加熱スファルト混合物の総使用量が 500ｔ 

未満あるいは施工面積が 2,000 ㎡未満   。 
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P.196-197 

3-1-14-4-1 法枠工 

      （現場打法枠工） 

      （現場吹付法枠工） 

3-1-14-4-2 法枠工 

      （ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠工） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.200 

3-1-15-3 補強土壁 

     （補強土〔ﾃｰﾙｱﾙﾒ〕壁

工法） 

     （多数ｱﾝｶｰ敷補強土工

法） 

（ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙを用いた 

補強土工法） 

 

 

 

 

 

品質管理基準及び規格値 

P.306-307 

1 ｾﾒﾝﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ 

（転圧～～を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             ※厚さ削除 

 

 

 

 

 施工後試験－その他 
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写真管理基準（出来形管理） 

P.444 

1-3-7-4 組立て 

     ※新設のコンクリート 

構造物の内、橋梁上 

部工事と下部工事 

 

 

 

 

 

 

 

土木工事編Ⅲ 

 

中表紙 

 

 

 

 

P.9 

2.様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.14-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本編（参考資料）は，各種様式，要綱，要領等を参考として掲載し 

     たものであり，各種要綱等の改正は共通仕様書の改正に優先する。 

本編に掲載の様式において、共通仕様書で定める様式以外のもの 

（他の要綱，要領，通達等）における押印の有無は各種要綱等の定め 

による。 

 

 

提出書類の様式については，この様式集によるものとするが，記載 

内容が網羅されている場合は任意の様式を使用することができる｡ 

 押印不要の欄に○印のある様式については、受注者の押印を不要と 

する｡ 「印」等の記載がある様式において、押印しない場合は「印」 

等の記載、押印欄を削除すること。ただし、未削除であっても受理す 

る。（押印不要の欄が空欄のものは，他の要綱，要領，通達等で定め 

る様式である。「－」のものは，共通仕様書に様式の記載がないも 

の，受注者の押印欄がないものである。） 

 なお、文書の改ざん防止・真正性確保のための押印は任意とし、押 

印しないことを強制するものではない。 

 国土交通省様式の使用欄に○印のある様式については，国土交通省 

様式での提出も可とする｡ 

 国土交通省様式は東北地方整備局ＨＰより確認すること｡ 

http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00097/k00910/ 

kyoutuu/R2siyousho/r2siyousho.htm 

 なお，国土交通省様式で提出する場合は，｢総括監督員・主任監督 

員・監督員｣ の欄及びあて先を県仕様に修正すること｡ 

 また，県に定めのない様式については，国土交通省様式での提出を 

可とする｡ 

 各種様式における年月日については，和暦表記とする｡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本編（参考資料）は，各種様式，要綱，要領等を参考として掲載し 

     たものであり，各種要綱等の改正は共通仕様書の改正に優先する。 

                              

                                

     

 

 

提出書類の様式については，この様式集によるものとするが，記載 

内容が網羅されている場合は任意の様式を使用することができる｡ 

                                

                                

                                

                                

                    

                                

                   

 国土交通省様式の使用欄に○印のある様式については，国土交通省 

様式での提出も可とする｡ 

 国土交通省様式は東北地方整備局ＨＰより確認すること｡ 

http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00097/k00910/ 

kyoutuu/R2siyousho/r2siyousho.htm 

 なお，国土交通省様式で提出する場合は，｢総括監督員・主任監督 

員・監督員｣ の欄及びあて先を県仕様に修正すること｡ 

 また，県に定めのない様式については，国土交通省様式での提出を 

可とする｡ 

 各種様式における年月日については，和暦表記とする｡ 
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2.様式 

 提出書類一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（P.14-17） 
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（2.様式） 

 （提出書類一覧表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（P.14-17） 
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（2.様式） 

 （提出書類一覧表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（P.14-17） 
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（2.様式） 

 （提出書類一覧表） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.259 
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土木工事共通仕様書（令和３年４月１日）新旧対照表 

頁 新（令和３年４月１日一部改正） 旧（令和２年１０月１日） 

7.建設リサイクルガイドライン 

 第７号様式 

 法第 12 条に基づく説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※「印」削除 
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